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仮設住宅が完成しました 
 

平成1８年11月30日に完成！ 

（地区東、２号公園予定地内） 

事業により移転していただく期間、仮住ま

いをしなければならない権利者の方々のため

に昨年度３戸の仮設住宅を建設しました。 

現在、既に入居されている方もおり、今後

も順次建設していく予定です。 

         ＜仮設住宅＞ 

 

事業の進捗状況 
 

 地区東側の水田の埋め立て及び宅地の整地

工事に着手しました。 

 建物移転につきましては８件完了しました。 

 これからも工事に際しましては､安全に十

分配慮して進めてまいりますので、ご協力を

お願いいたします。 

＜水田埋立箇所＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜仮設住宅北側 宅地の整地箇所＞      ＜駅前の移転完了箇所＞ 

ひと・とき・みずの流れるまちづくり 

下街道 （区画整理だより） 
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本年度事業について 

 

 

皆さんの移転時期や工事に関しましては、今年度施工計画を策定し具体的に検討し

てまいります。 

なお、昨年度に引き続き宅地整地工事、上下水道工事、道路・水路工事、並びに建

物移転を行いますので、ご協力をお願いいたします。 

  本年度の主な事業予定は以下のとおりです。 

 

 第１回審議会（平成19年度 評価員の選任） 

 評価員会  （今年度売買契約の保留地価格について） 

 第２回審議会（平成19年度 第1回仮換地指定について） 

 仮換地指定通知の発送（平成19年度 第1回） 

道路築造工事・水路改修工事・建物移転補償契約 

 

平成１９年度 施工予定箇所（造成工事） 

平成 18年度まで施工箇所  

平成 19年度施工予定箇所  
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皆さんの質問にお答えします 
 

 

問：  なぜ、この地区で土地区画整理事業が必要ですか？ 

答： 多くの方々の熱望と協力により、新富士駅が出来、重要な交通結

節点となることから今後予想される交通問題や災害に強い「まちづく

り」を進めるため、土地区画整理事業を進めることとなりました。 

   また、新富士駅周辺は、静岡県東部地方拠点都市地域の拠点地区と

しても位置づけられています。 

 

 

問：  なぜ、土地区画整理事業が「まちづくり」の手法として良いのですか？ 

答： 都市計画事業には通過車両の円滑な流れを確保するための直接買収方式による道

路整備を目的としたもの、土地区画整理事業の様に一定の区域の「まちづくり」を

目的としたもの等があります。 

   土地区画整理事業は、そこに住んでいる方々の協力（公共施設用地等の減歩負担）

により、そこで生活を継続し、「まちづくり」の成果を享受していただく事が出来

るものです。 

   この場合、公共施設の整備改善と皆様の宅地の区画形質の変更を合わせて行うも

ので、減歩負担は無補償となりますが、移転等を要する場合は、それに必要な合理

的費用（詳しくは説明会で配付しました「土地区画整理事業のパンフレット」をご

覧下さい）は補償費として補償されます。 

 

問：   建物等の移転時期はいつ分かりますか？ 

答： 今年度策定する施工計画に基づき、移転計画を立ててまいり

ますが、さまざまな条件が関係します。 

   そのため、3年位先に移転が見込める権利者の方に担

当職員が直接、移転のご説明に伺いますので、ご理解と

協力をお願いします。 

 

問：  保留地を購入しますが、保留地の価格はいつ分かりますか？ 

答： 保留地は区画の整地ができた時に土地を評価して価格を決定します。 

   そのため、保留地の整地が出来ていない現時点では、価格をお示しすることは出

来ませんのでご理解ください。 
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問：  移転補償費に対する税金の優遇措置はありますか？ 

答： ①５,０００万円の特別控除の特例と②代替資産を取得した場合の課税の特例の

どちらか一方を選んで受けることが出来ます。 

なお、本事業において移転補償費の契約が 2回以上になる場合、５,０００万円

の特別控除の特例は最初の契約でしか適用出来ません。 

①５,０００万円の特別控除の特例 

移転補償費が５,０００万円未満は非課税。ただし、適用出来ない補償費

もあります。 

   ②代替資産を取得した場合の課税の特例 

支払われた移転補償費（対価補償金）で代替資産（原則として譲渡した資

産と同種のもの）を取得した場合には、代替資産の取得に充てられた金額に

ついては、譲渡がなかったものとみなされます。 

 

＊ これらの特例は個々で適用が異なる可能性もありますので、詳しくは税務署にご

相談ください。 

 

整備室の職員に異動がありました 
 

 平成1９年４月１日付けで、職員の人事異動があり、２名の職員が

転出し、新たに2名の職員が転入しました｡ 

 

  転入職員  工事担当主査     高橋保文（河川課から） 

        換地補償担当上席主事 遠藤正嘉（林政課から） 

 

  10名の職員が下記のとおりそれぞれ業務を担当します｡ 

  今後も、整備室職員一同全力で業務に取組んでまいりますのでよろしくお願いいた

します｡ 

 

 

～新富士駅南地区整備室の担当～ 

【室長】渡辺千明 

【換地補償担当】門傳京一、鈴木明男、桑原 崇、遠藤正嘉、日向良乃 

   換地及び移転補償業務を担当します。 

【工事担当】杉山弘宜、渡辺保男、稲葉秀典、高橋保文 

   工事及び事業計画を担当します。 


